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工事概要
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契約金額 円
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[所在地]
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［部課名］

［電話番号］

担当課
上下水道局　上下水道課

０９８４－２３－０３２１（内線３５８）

随　意　契　約　理　由　書

令和7年度　上水道事業　無線テレメーター装置設置工事（境別府水源地）

小林市野尻町東麓字辻地内

無線テレメーター装置設置工N＝1式

3,960,000

令和7年8月22日

契約の相手方
テクノシステム株式会社

福岡県福岡市博多区井相田3丁目7番12号

　本工事は、当該施設の無線テレメーター装置の設置工事である。

　令和元年度に中継ポンプ場の築造の際、一部無線化（境別府中継ポンプ
場～天ヶ谷配水池間）が完成しているが、今回の工事が未完成箇所（境別府
水源地～境別府中継ポンプ場）なため今回新たに執行するもの。

　当該業者は、平成25年度に実施された指名型プロポーザル入札において
採用になった監視装置の納入業者である。
また、監視装置の製品のサーバーへの登録や変更・配線などの代理店におい
ては九州で当該業者のみである。

　既存設備と密接不可分の関係にあり、同一施工業者以外の者に施工させ
た場合、既存設備等に支障が生ずるおそれがあるため、経験、知識を特に必
要とする。また、当該業者は市内の電気計装設備の保守点検業務を履行中で
あり、施設状況に精通しているため、確実に作業が行える。
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